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午前１０時００分開会 

【稲見食品監視課長】  お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいま

から令和元年度第２回東京都食品安全審議会を開催いたします。 

 委員の皆様には、大変お忙しいところをご出席いただきまして、まことにありがと

うございます。 

 私は、福祉保健局健康安全部食品監視課長の稲見と申します。五十君会長に進行を

お願いするまでの間、司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 本審議会の資料及び議事録は原則公開することとなっておりますので、あらかじめ

ご承知おきいただきますよう、よろしくお願いいたします。  

 また、ご発言の際は、挙手の上、目の前のマイクの下の右側のボタンを押していた

だき、赤いランプが点灯してからご発言をお願いいたします。発言が終わりましたら、

もう一度ボタンを押していただき、赤いランプを消してください。  

 なお、資料につきましては、ペーパーレスの取り組み推進のため、タブレットを使

用し説明させていただきますので、ご承知おきいただきたいと存じます。  

 初めに、委員の皆様の出席状況を確認させていただきます。  

 資料１にございますとおり、本審議会は東京都食品安全審議会規則第５条により、

委員の過半数の出席がなければ開催することができないこととなっております。ただ

いまご出席の委員は２１名で、委員総数２３名の過半数に達しており、定足数を満た

していますことを、ご報告申し上げます。  

 なお、本日は石井委員、大北委員はご欠席との連絡を受けております。  

 続きまして、ただいまより食品安全推進計画の改定について諮問書の交付を行いま

す。 

 資料１の食品安全条例第７条をご参照ください。  

 東京都では、食品の安全の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

東京都食品安全推進計画を定めております。また、推進計画を定めるに当たりまして

は、あらかじめ第２６条第１項に規定する東京都食品安全審議会の意見を聴かなけれ

ばならないこととされております。現行の計画は、平成２７年度から令和２年度まで

の計画となっておりますことから、令和３年度からの計画を定めるに当たりまして、

本審議会に諮問を行うものでございます。  

 本日は、知事が所用により欠席させていただいております。かわりまして、福祉保

健局花本食品医薬品安全担当部長から、五十君会長に諮問書をお渡しいたします。  

【花本食品医薬品安全担当部長】  東京都食品安全条例（平成１６年東京都条例第

６７号）第７条第４項の規定に基づき、下記のとおり諮問する。  

 

令和２年２月１７日、東京都知事、小池百合子 

 

記 

 １ 諮問事項 

  東京都食品安全推進計画の改定について  
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 ２ 諮問理由 

 食品の安全確保は、都民が健康で豊かな生活を送るための基礎をなすものであり、

食品の大消費地である東京において重要な課題の一つである。  

 東京都は、平成２７年２月に東京都食品安全推進計画を改定し、総合的・計画的に

食品安全行政を進めている。本計画は、国内外の社会経済をはじめとする諸状況によ

って変化する食品安全に関する問題に対応するため、その計画期間を５年間としてい

る。 

 そこで、令和３年度以降の食品安全行政をより効果的に推進するための指針となる

東京都食品安全推進計画の改定について、諮問する。  

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

【稲見食品監視課長】  諮問書の写しを皆様のお手元に配付させていただきました。 

 それでは、諮問に当たりまして、花本食品医薬品安全担当部長よりご挨拶申し上げ

ます。 

【花本食品医薬品安全担当部長】  改めまして、福祉保健局食品医薬品安全担当部

長の花本でございます。 

 食品安全審議会の委員の皆様におかれましては、日ごろから東京都の食品衛生行政

の推進にご理解、ご協力を賜りまして、まことにありがとうございます。この場をお

かりし厚くお礼申し上げます。 

 ただいま次期東京都食品安全推進計画の改定について諮問させていただきました。

食品安全推進計画は、食品の安全を取り巻くさまざまな課題に対して、東京都が総合

的かつ計画的に対応するため、東京都食品安全条例に基づき、皆様からのご意見を反

映して策定するものでございます。  

 平成１８年度からの第１期計画に始まり、平成２７年度より第３期計画として現在

の推進計画へと改定し、生産から消費に至る各段階で各局連携のもと全庁横断的に食

品の安全確保に関する施策を推進しているところでございます。  

 最近の食品衛生を取り巻く状況といたしましては、平成３０年６月に食品衛生法等

の一部を改正する法律が公布され、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化、営業許可

制度の見直し、食品リコール情報の届出制度の法定化など、大きな転換期を迎えてお

ります。また、昨今、食の安全をめぐっては、広域的な腸管出血性大腸菌食中毒の発

生、食品流通のグローバル化により増加する輸入食品の安全確保など、対応する問題

は多岐にわたっております。 

 本日は、現行の推進計画の評価に加えまして、令和３年度から５年間の食品安全行

政を効果的に推し進めるための指針となる推進計画につきましてご検討をお願いする

次第でございます。委員の皆様におかれましては、ご審議のほどどうぞよろしくお願

いいたします。 

【稲見食品監視課長】  では、以降の進行につきまして、五十君会長にお願いした

いと思います。 

それでは、五十君会長、よろしくお願いいたします。  

なお、カメラによる撮影等はここまでとさせていただきます。  

【五十君会長】  委員の皆様、おはようございます。お忙しい中、お集まりいただ
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きましてありがとうございます。 

 先ほど、平成２７年度から開始されております東京都食品安全推進計画につきまし

ては、６年間の中期計画に沿って順調に進められておりますという状況をお聞きして

おります。ご担当の方々のご尽力に感謝いたしたいと思います。 

 さて、本年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピックという、東京都にとって

重大な国際イベントを控えております。さらに、食品衛生法の改正の施行が６月に予

定されております。まさに、社会が大きく動いていく中で、食の安全に関する動向に

つきましても、それに対応した形で動いていかなくてはいけないという状況にあると

思います。 

 食品安全審議会では、そのような社会のあるいは国際的な変動に対応した形で、慎

重に審議を行い進めていきたいと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いした

いと思います。 

 それでは、さっそく議事に入らせていただきます。  

 まず始めに、事務局から資料について確認をお願いいたします。  

【事務局】  食品監視課の倉持と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

 私から、本日の資料についてご説明いたします。  

 冒頭、稲見からご説明を差し上げましたとおり、本日使用する資料、参考資料につ

きましては、お手元のタブレットに全てご用意させていただいてございます。  

 皆様のお手元にございますタブレットをお手に取っていただき、白いボタンをお押

しください。既に資料をお開きの方につきましては、左上のファイル一覧というボタ

ンを押していただければと存じます。  

 お手元のタブレットを見ていただきますと、資料の１番のから１２番までの資料、

参考資料が入っていることを、ご確認くださいますようお願いいたします。よろしい

でしょうか。 

 タブレットの使用方法でございますが、例えば資料１、東京都食品安全条例（抄）

及び東京都食品安全審議会規則というものをごらんになりたい場合は、こちらに書い

てあるところをタッチしていただければと思います。そうしますと、食品安全条例の

抜粋したものが映し出されます。これを右側にスライドさせていただきますと、次の

ページを見ることができます。こちらの資料を閉じる場合につきましては、左上にご

ざいますファイル一覧というところを押していただければと思います。 

 以上がタブレットの使用方法になります。資料が見にくい場合や不明な点がござい

ましたら、挙手いただければ事務局の者が参ります。よろしいでしょうか。 

 続きまして、机上にお配りした紙資料でございますが、本日の会議次第、委員名簿、

座席表をお配りさせていただいております。また、机上資料といたしまして、各委員

席に、東京都食品安全推進計画（平成２７年度から平成３２年度）を配付しておりま

す。 

 以上が本日の資料でございます。  

【五十君会長】  資料につきまして確認がございました。不足等はございますか。

よろしいですか。 

 それでは、お手元の会議の次第に従いまして、議事に入りたいと思います。 
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 議事１、東京都食品安全推進計画の改定について、事務局からご説明をお願いしま

す。 

【事務局】  それでは、東京都食品安全推進計画の改定について、ご説明させてい

ただきます。 

 資料は、資料２、資料３、資料４を使って説明をさせていただきます。  

 まず、資料２でございますが、こちらは机上に冊子をお配りしております、現在の

東京都食品安全推進計画、この概要をまとめたものになります。それから、資料３で

ございますが、こちらは推進計画の重点施策の令和元年１２月末までの進捗状況とな

ります。次に、資料４でございますが、こちらは推進計画の改定について、概要を１

枚にまとめたものでございます。順番が前後いたしますが、この資料４を使いまして、

推進計画の改定についてご説明いたします。  

 資料４をごらんください。 

 まず、左上の枠をごらんください。こちらに「食品安全推進計画とは」とありまし

て、推進計画を簡単に説明してあります。  

 丸で３点に集約しておりますけれども、１点目として、推進計画は、食品安全条例

に基づいて食品安全審議会における審議を踏まえ策定することとなっております。  

 最初に策定いたしました第１期計画は、平成１７年度～２１年度までの５年間、第

２期計画は平成２２年度～２６年度までの５年間、そして第３期、こちらが現行の計

画となりますが、平成２７年度～令和２年度までの６年間となっております。今回、

令和３年度以降の推進計画の改定について検討をお願いするものとなります。  

 ２点目といたしまして、推進計画は、生産から消費に至る各段階で、都庁の全庁横

断的に食品の安全確保に関する施策を推進していく計画となります。  

 大きく二つの施策が定められております。一つは、重点施策、現行１１の施策がご

ざいます。資料の左下に書いてございますけれども、これが重点的、優先的に取り組

む施策となっております。もう一つが、基本施策としまして、現行４６施策ございま

す。これは、都庁内の関係各局が食品の安全確保に取り組む施策となっております。  

３点目といたしまして、計画の進捗状況を食品安全審議会に報告し公表しておりま

す。 

以上が推進計画の概略となります。  

 なお、この「推進計画とは」の枠外下部に、米印として食品安全対策推進調整会議

について説明がございます。これは、福祉保健局、生活文化局、産業労働局、環境局、

中央卸売市場の関係各局における食品安全に関する施策の推進ですとか連携に関する

事項を協議する機関となっております。  

 まず、現行計画の重点施策ですけれども、資料の左下に施策の柱１、２、３に沿っ

て全部で１１施策を記載しております。施策の詳細につきましては、こちらは進捗状

況と合わせてご報告させていただきたいと思います。  

 それでは、左上、ファイル一覧をタッチしていただき、資料３をタッチして、資料

３、東京都食品安全推進計画重点施策進捗状況をごらんください。  

 昨年１２月に開催いたしました、令和元年度第１回食品安全審議会におきまして、

平成３０年度までの進捗状況は報告をしておりますので、今回は令和元年１２月末ま
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での進捗状況のうち、主なものをご説明させていただきます。 

 ２ページをごらんください。 

 重点施策１、東京都エコ農産物認証制度の推進を記載しております。  

 まず、このページの構成についてご説明をさせていただきます。推進計画の進捗状

況を説明させていただくため、施策ごとに上から重点施策の項目、施策の目標、施策

の内容を書いてございます。 

 次の３ページをごらんください。  

 こちらに重点施策１の平成２７年度から平成３０年度までの実績を記載しておりま

す。こちらは、平成３０年度第１回食品安全審議会でご報告いたしました中間報告に、

昨年１０月の審議会でご報告いたしました平成３０年度実績を追加したものとなりま

すので、今回は、これらの実績にかかる説明は割愛させていただきたいと存じます。  

 続きまして、４ページをごらんください。 

 こちらに、重点施策１について、左側に本年度の実施予定、右側に令和元年１２月

末までの進捗状況を記載してございます。以後、重点施策１１まで同様のページ構成

で記載しております。 

 それでは、重点施策１、東京都エコ農産物認証制度の推進について説明させていた

だきます。 

 ２ページにお戻りください。 

 東京都エコ農産物認証制度は、安全・安心な農産物を消費者に届けるとともに、環

境に負荷をかけない農業を推進するため、化学合成農薬と化学肥料を削減してつくら

れる農産物を都が認証する制度で、施策の内容は、記載をしております３項目となっ

ております。 

 続きまして、４ページの右側をごらんください。  

 令和元年１２月末現在の進捗状況でございます。  

 環境に配慮した栽培の普及につきましては、環境保全型農業に取り組む農業者の技

術支援として、認証生産者、新規４２件、生産者総数、５０２件となっております。

こちらは、認証審査会を毎年１２月に開催し、翌１月に認証取得証を交付することか

ら、令和２年１月現在の実績として記載させていただいております。  

 続きまして、５ページをごらんください。  

 重点施策２、国際規格と整合させた食品衛生自主管理認証制度の推進でございます。 

 東京都食品衛生自主管理認証制度は、食品の調理や製造、販売段階で、事業者が自

主的に行っている衛生管理の取り組みを、国際規格と整合させた基準に基づいて認証

する制度で、施策の内容は、記載をしております３項目になります。  

 続きまして、７ページの進捗状況をごらんください。 

 今年度は、認証基準に沿ったマニュアルを作成するセミナーを３回開催するととも

に、小規模飲食事業者を対象に食品衛生法改正に適合できるよう、衛生管理計画の作

成を支援するための実地講習会を実施しております。 

 なお、自主管理認証制度につきましては、食品衛生法改正により、原則として、全

ての食品等事業者に、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が求められることを踏まえ、認証

基準設定専門委員会を３回開催し、制度のあり方について検討しております。  
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 続きまして、８ページをごらんください。  

 重点施策３、国際基準であるＨＡＣＣＰ導入支援でございます。 

 ＨＡＣＣＰは、国際的な食品の規格を定めておりますコーデックス委員会によって

ガイドラインが示されており、各国にその採用が推奨されている国際的な衛生管理シ

ステムです。施策の内容は記載の２項目になります。  

 続きまして、１０ページ左側の令和元年度予定をごらんください。  

 昨年１０月の第１回審議会でもご説明をさせていただきましたとおり、平成３０年

６月に食品衛生法が改正され、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化されました。今

後は、事業者の規模や取り扱い食品等に応じたＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施す

ることとなります。そのため、今年度の予定につきましては、施策の項目と内容が異

なっております。 

 右側の進捗状況をごらんください。ＨＡＣＣＰ導入型基準の周知及び技術的支援の

項目で記載しておりますが、小規模飲食店事業者向けＨＡＣＣＰの考え方を取り入れ

た衛生管理作成支援資材、食品衛生管理ファイルを作成いたしまして、小規模飲食店

向け説明会を５回開催するとともに、事業者の方が使いやすいようホームページにも

データファイルを掲載し、周知させていただいております。また、厚生労働省が示す

各種手引書、令和元年１２月末現在では５１種類ございますが、これらの手引書など

を参考に、事業者への助言、指導を行っております。  

 続きまして、１１ページをごらんください。 

 重点施策４、食品安全情報評価委員会による分析・評価でございます。  

 食品安全情報評価委員会では、収集した食品安全に関するさまざまな情報を分析し、

評価しております。 

 都では、評価結果に基づき、都民へ情報提供するなどしており、施策の内容は記載

の３項目でございます。 

 続きまして、１３ページ右側の進捗状況をごらんください。  

 今年度は、食品安全情報評価委員会を１回開催いたしまして、いわゆる低温調理に

よる食中毒予防、調理従事者を介したノロウイルス食中毒対策のさらなる推進につい

て議論をしてまいりました。 

 続きまして、１４ページをごらんください。 

 重点施策５、輸入食品対策でございます。  

 対策として、輸入食品に対する監視指導や検査を実施するとともに、輸入事業者に

よる自主管理の取り組みを支援する施策で、施策の内容は記載の５項目となります。  

 続きまして、１８ページ右側の進捗状況をごらんください。  

 １点目、専門監視班による監視と、２点目、輸入食品の検査にありますとおり、輸

入業や倉庫業へ立ち入りまして監視指導を実施するとともに、検疫所の違反事例等を

勘案して、輸入食品の検査を実施しております。立入数、収去検査件数等につきまし

ては、記載のとおりでございます。  

 続きまして、１９ページをごらんください。 

 重点施策６、「健康食品」対策でございます。 

 こちらは、「健康食品」の安全確保と正しい利用方法の普及啓発を行う事業で、施策
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の内容は記載の５項目でございます。  

 続きまして、２１ページ右側の進捗状況をごらんください。  

 市販品に対する監視指導、健康被害事例専門委員会による健康被害事例情報の分析

評価を実施したり、健康食品を取り扱う事業者に対し講習会を開催したり、都民に対

する普及啓発を行っております。今年度は、医薬品成分を検出した２品目について、

製品に対し違反措置の実施、販売者等を所管する自治体に通報するなど、必要な措置

を講じております。 

 続きまして、２２ページをごらんください。 

 重点施策７、法令・条例に基づく適正表示の指導でございます。  

 こちらは、食品表示に関し、関係機関と連携を図りながら、適正表示を推進する施

策です。施策の内容は記載の５項目でございます。  

 続きまして、２４ページ右側の進捗状況をごらんください。  

 新しい制度に応じた相談・監視体制の整備として、専門的な表示の監視を行う食品

表示監視班による監視や、公募都民から成る消費生活調査員による表示調査を実施し

ております。 

 また、食品表示の科学的検証として、ＤＮＡ分析や同位体分析、講習会による適正

表示推進者の育成、パンフレットの活用などによる食品表示に関する情報発信など、

適正表示に係る取り組みを進めております。  

 続きまして、２５ページをごらんください。 

 重点施策８、食品安全に関する健康危機管理体制の整備でございます。  

 こちらは、食品による大規模あるいは重大な健康被害の発生やその発生が疑われる

場合、被害の拡大防止や再発防止を講じることができるよう、危機管理体制を充実す

る施策で、施策の内容は記載の３項目でございます。  

 続きまして、２８ページ右側の進捗状況をごらんください。  

 関係機関との連携強化といたしまして、先ほどご説明いたしました、都関係各局か

ら成る食品安全対策推進調整会議や首都圏自治体の担当者で構成する首都圏食中毒防

止連絡会を開催しております。 

 また、東京２０２０大会に向け、農林水産省などと食品防御に関する連携訓練の実

施など、危機管理体制の充実を図っております。特に今年度はラグビーワールドカッ

プ２０１９大会において、東京都、特別区、保健所政令市が連携して監視指導を実施

いたしました。 

 続きまして、２９ページをごらんください。 

 重点施策９、食品中の放射性物質モニタリング検査結果等、食品安全情報の世界へ

の発信でございます。 

 こちらは、オリンピック・パラリンピック大会の開催を見据えまして、食品中の放

射性物質モニタリング検査結果を始めとした都の取り組みなど、食品の安全に関する

情報を世界へ発信する施策で、施策の内容は記載の２項目でございます。  

 続きまして、３１ページ右側の進捗状況をごらんください。  

 都内農畜水産物や都内流通食品の放射性物質モニタリング検査結果を定期的にホー

ムページに掲載し、情報提供を実施するとともに、当課ホームページ「食品衛生の窓」
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の消費者向け情報を順次英語化し、公開しております。  

 続きまして、３２ページをごらんください。 

 重点施策１０、食品の安全に関するリスクコミュニケーションの推進でございます。 

 こちらは、行政や都民、事業者がそれぞれの取り組みについて相互理解を深められ

るよう、リスクコミュニケーションを推進する施策で、施策の内容は記載しておりま

す３項目でございます。 

 続きまして、３５ページ右側の進捗状況をごらんください。  

 食の安全都民フォーラムというシンポジウムの開催や「食の安全調査隊」によるグ

ループ活動、「食の安全都民講座」の開催などによりまして、関係者による活発な意見

交換を行っております。今年度は手洗いをテーマといたしましたシンポジウムを、ま

た「ノロウイルス対策」、「カビ」をテーマといたしました講座をそれぞれ開催いたし

ました。 

 続きまして、最後の施策となります３６ページをごらんください。  

 重点施策１１、総合的な食物アレルギー対策の推進でございます。  

 食品のアレルギー物質混入防止に向け、さまざまな対策を進めておりまして、施策

の内容につきましては記載の３項目でございます。  

 続きまして、３８ページ右側の進捗状況をごらんください。  

 まず、食品製造業や給食施設などに対しましては、監視指導の実施によりまして、

食品の製造、調理段階でのアレルギー物質混入防止に向けた技術的指導を行っており

ます。保育所などに対して、相談実務研修や緊急時対応研修を、また施設設置者など

対象としたリーダー養成研修を開催しております。  

 最後に、ポータルサイト『東京都アレルギー情報 navi．』において、研修情報や教

材等を提供しております。 

 資料３の重点施策の説明は以上となります。 

 それでは、資料４にお戻りください。左上にありますファイル一覧をタッチしてい

ただきまして、資料４をタッチしていただければと存じます。  

 真ん中の下の部分に、食の安全を取り巻く現状と今後の動向というものを記載させ

ていただいております。 

 上に記載しております食品安全を取り巻く現状といたしまして、こちらは現在の計

画が始まりました平成２７年度以降で主なものを３点ほど挙げさせていただいており

ます。 

 １点目が、広域的・大規模な食中毒事件の発生でございます。平成２７年には、都

内学校給食施設において、都外の事業者がカットした刻みのりを原因とするノロウイ

ルス食中毒や、関東地方を中心に発生した腸管出血性大腸菌Ｏ１５７食中毒事案など

が発生しております。 

 ２点目といたしまして、東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会の開催で

ございます。近年、東京を訪れる外国人観光客が増加しており、東京２０２０大会に

向けてさらに増加するものと思われます。また、東京２０２０大会では、選手村や各

会場内の施設について、都、区、市の関係自治体が連携した監視指導を行う予定でお

ります。 



10 

 

 ３点目としまして、食物アレルギー患者の増加でございます。東京都が５年ごとに

行っておりますアレルギー疾患に関する３歳児全都区調査においても、罹患者が増加

傾向を示しております。 

 次に、今後の動向でございます。こちらも主なものを３点挙げさせていただきまし

た。 

 １点目といたしまして、改正食品衛生法の完全施行でございます。  

平成３０年６月に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、令和３年６月１

日に完全施行されることとなっております。今回の食品衛生法の改正では、ＨＡＣＣ

Ｐに沿った衛生管理の制度化や営業許可制度の見直し、届出制度の創設など、多くの

制度改正が行われることとなっております。  

 ２点目に、食品表示法の施行・食品表示基準の改正でございます。  

 食品表示法は、平成２６年４月に施行され、経過措置期間が本年３月までとなって

おりますが、その後、段階的に食品表示基準が見直しをされておりまして、加工食品

の原料・原産地表示につきましては、平成２９年９月に施行されましたが、令和４年

３月３１日まで経過措置期間が設けられております。また、昨年９月にはアレルゲン

の表示につきましても見直しが行われまして、特定原材料に準ずるものとしまして、

アーモンドが追加されました。 

 ３点目に、食品流通のグローバル化・多様化でございます。  

 環太平洋パートナーシップ協定、ＴＰＰや、日ＥＵ経済連携協定（ＥＰＡ）等、経

済の自由化に伴う食品流通のグローバル化がさらに進展するものと考えられます。ま

た、近年インターネット上で食品やサービスの売買、電子商取引を行うＥコマース市

場が拡大しておりまして、食品の販売などの流通形態が多様化しております。  

 なお、参考までに、資料４の右上に都民アンケートといたしまして結果をお示しさ

せていただいております。これは、昨年７月に、インターネットによる都政モニター

アンケートを実施しておりまして、その結果となります。  

 アンケートの中で「食品の安全性をより確保するために都が取り組むべきこと」と

いう設問がございました。この設問に対する上位三つの回答を載せさせていただいて

おります。第１位がＯ１５７、アニサキス、ノロウイルス等の食中毒対策、２位が食

品表示の適正化の推進、３位が輸入食品に対する監視指導や検査の充実となっており

ます。 

 なお、参考資料１に、インターネット都政モニターの結果がございます。 

 資料４の右下に、計画の改定に向けた考え方の大まかな方向性をお示ししておりま

す。 

 一つ目は、現行計画の検証とさらなる推進でございます。枠で囲っておりますけれ

ども、その枠の中に具体的な施策を例示としてお示しさせていただいております。  

 広域的に流通する食品などを原因とする食中毒事件などが起こった場合に対する緊

急時の危機管理体制の検証、輸入食品への対応、食物アレルギー対策の推進など、施

策を例示させていただいております。  

 二つ目ですけれども、食品安全を取り巻く環境の変化に対応する施策の推進でござ

います。 
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 食品衛生法の完全施行や加工食品の原料・原産地表示などの食品表示基準の見直し

など、新たな法制度への対応や、今後増加すると予想される訪都外国人や在都外国人

への対応、さらには、制度改正が行われますので、それらに対応するための食品衛生

監視員を含めた食品安全を担う人材の育成などを、施策の例示としてお示ししており

ます。 

 一番下にございますが、推進計画ですけれども、審議会での検討、それから答申を

踏まえまして、令和３年１月をめどに改定していきたいと考えております。  

 推進計画改定に関する説明は、以上でございます。 

【五十君会長】  ご説明、ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、質問等がございましたらご発言いただきたいと思い

ますが、何分資料が三つにわたっておりますので、まず、ひとまず資料２関連でご質

問等がございましたら、推進計画の概要につきまして、ご質問がございましたらお願

いします。いかがですか。 

 こちらは概要ですので、詳細につきましては次の資料３ということになると思いま

す。平成２７年度から開始されております推進計画、今進行しているものの報告、総

括等がございましたが、こちらにつきまして、何かご質問等がございましたらお願い

します。 

 中根委員、どうぞ。 

【中根委員】  おはようございます。公募委員の中根と申します。よろしくお願い

します。 

 資料３、重点施策３のＨＡＣＣＰ導入支援で１点質問がありますのと、あともう一

つは別な項目で、重点施策１０で要望がありますので、お願いいたします。 

 ３番については、ＨＡＣＣＰの１０ページになりますが、小規模飲食店向け説明会

を開催されたとありますので、その参加者の声などがありましたらお聞かせいただき

たいなというのが、質問です。 

 もう一つ、要望といいますのが、重点施策１０になりますが、シンポジウムなど開

催して手洗いの重要性を学んだというのが多々あったと思うんですが、今、手洗い、

新型コロナのこともありますので、手洗いというのが、もう、いかに大事かというこ

とを、私自身も実践していますけれども、我が子のほうがよっぽど上手な手洗いをし

ているというか、教わっているんですよね。ですので、シンポジウムという形もいい

と思うんですけども、街角でキャンペーンですとか、何かイベントのときについでに

やっていくような、回数を細かにふやしていけると、こういう時期、いいのではない

かというふうに思います。これは要望として申し上げます。  

 以上です。 

【五十君会長】  それでは、重点施策３から、事務局からご回答をお願いできます

か。 

【稲見食品監視課長】  私のほうから回答させていただきたいと思います。  

 小規模飲食店向け説明会は５回開催させていただきまして、大体１，０００名ぐら

いの方に参加をいただいたところでございます。  

 いただいた意見としては、やっぱり、ＨＡＣＣＰの制度化について、なかなかご理
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解いただけていない事業者の方もいらっしゃいますので、そこの部分をまずは説明さ

せていただいて、ＨＡＣＣＰをするとこんなにいいことがありますよというのをご説

明させていただいたというような状況でございます。  

 それから、施策の１０でしたか、手洗いについてですが、実はこういった小規模の、

リスクコミュニケーションの事業以外にも、保健所のほうでいろんな事業を行ってお

りまして、その中には、お祭りなんかの際に、食品衛生協会様と一緒になってブース

なんかを設けさせていただいて、そういった場所で普及啓発もさせていただいている

という状況でございます。そういったものも活用しながら、手洗いについては普及し

ていきたいというふうに考えております。  

【五十君会長】  よろしいですか。 

【中根委員】  ありがとうございます。 

【五十君会長】  ほかにございますか。 

 木村委員ですか、はい。 

【木村委員】  公募委員の木村です。よろしくお願いします。  

 重点施策６の健康食品対策について教えていただきたいと思います。 

 健康食品は、私たち、ちょうど子育て世代のママたちは愛用しています。ただ、い

ろんなメディアとかの情報が錯乱して、一体どの情報があっているのか、また、どの

食品が健康食品にいいのかというのが、日々話題になっています。ここで、２１ペー

ジの進捗状況の４、都民へ普及啓発について教えてください。  

 リーフレット等を活用し都民へ普及啓発となっておりますけれども、正直ちょっと

見たことがなくて、私の認識不足なのか、ホームページ等ではちょくちょく確認はさ

せていただいているんですが、どういったリーフレットを作成されているのか、どの

ように都民に普及啓発されているのか教えていただければありがたいと思います。  

 よろしくお願いします。 

【小川食品医薬品情報担当課長】  食品医薬品情報担当課長の小川と申します。ご

質問ありがとうございます。 

 健康食品に関するリーフレット類ですけれども、もともと健康食品に関するリーフ

レットを全般的に作成しているのは私ども食品医薬品情報担当になりますけれども、

主な配布先というのは、例えば、毎年行っています食品とか薬に対するイベントなど

がございます。そこを通じて、そのイベントの際に配布させていただくもののほかに、

各東京都や特別区の保健所、あるいは公的な機関の窓口などに置かせていただいてい

るということがありますので、確かにご指摘のとおり、一般の都民の方には若干、目

につきにくい面があるかなというところがありますので、現在はホームページやツイ

ッターなどのＳＮＳを活用して、定期的に情報発信を行ったりはしてございます。  

 ただし、まだ足りないということがありますので、さらなる普及啓発方法について

は、今後も検討して、さらにいろんな都民の方にわかっていただくような形で進めて

いきたいというふうには考えております。  

【木村委員】  ありがとうございました。 

【五十君会長】  今、ホームページに行ったけれども、わからなかったというコメ

ントがありました。その点に関しましては是非見やすいような工夫を検討していただ
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けますか。よろしいですか。ありがとうございました。  

ほかに、ご質問はありますか。 

 柿本委員。 

【柿本委員】  ご説明、ありがとうございました。  

 私は、資料３の３０ページのところでございます。外国人向けの情報発信として、

英語版などのホームページを開設して、情報発信されているということですが、閲覧

数を教えてください。 

【稲見食品監視課長】  すみません。検索数というか、開いた数字というのは、数

字として見ることができるんですけれども、現在手元にございませんので、後ほど、

ご回答させていただければと思います。  

【五十君会長】  後ほどということで、よろしくお願いします。  

ほかにはよろしいですか、今の件に関しましては。  

【柿本委員】  後ほどで結構でございます。 

【五十君会長】  では、よろしくお願いします。 

ほかに、ご質問はございますか。 

 小浦委員ですね。 

【小浦委員】  どうも、ご説明ありがとうございます。  

 私は、重点施策５の輸入食品対策についてお聞きしたいんですけれども、１８ペー

ジのところに令和元年の予定と進捗状況がありますけれども、厚生労働省で、輸入食

品の検査ということに対して、毎年食品を予定、計画的にこういうものを検査すると

決めながら進めていると思うんですけれども、東京都のほうでは、それ以外のものに

対しての監視をやっていらっしゃるのかということと、それから、３番の検査法の開

発というところで、これは開発が実現したというふうに理解してよろしいんでしょう

か。 

 お願いします。 

【稲見食品監視課長】  まず、厚生労働省のほうとのすみ分けのところなんですけ

れども、厚生労働省のほうは輸入食品監視指導計画というのを別に定めておりまして、

それに基づいて輸入食品を検査しているという状況でございます。東京都のほうは、

それを見つつ、それとは別に東京都の食品衛生監視指導計画というのを毎年つくって

おりまして、それに基づいて輸入食品の部分を対応しているという部分でございまし

て、その辺についてはリンクをしながらやっていくという状況でございます。  

 それから、検査法の開発でございますけれども、こちらについては、検査法自体は

開発できたというふうに考えておりまして、これをどうやって活用していくかという

のが、今後の課題になるかというふうに考えております。  

【小浦委員】  国とリンクしながら効率的に進めていらっしゃるということで、さ

らに都民としては安心だということですよね。ありがとうございます。 

【五十君会長】  よろしいですか。 

 ほかにご質問、ご意見も含めて、ございますか。 

 富松委員、どうぞ。 

【富松委員】  食品産業センターの富松です。事業者の一員として質問、意見を述
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べさせていただきたいと思います。  

 まず、１０ページのご説明で、小規模飲食店の事業者に対する東京都の指導、その

ときにつくられた資材、特にカレンダー式の記録表は、これは極めて評判がよく、ま

ずお礼を申し上げたいと思います。飲食店以外の方もあれを参考にしていろいろ活用

されています。 

 一方で、一つ目の質問ですが、東京都の従来の条例の中で、都の条例許可業種は５

０万件を超えていたと、「食品の営業規制に関する検討会」で報告があったと思います。

新制度になって、さらに大きくふえるのでしょうか。監視指導の対象、届出営業所ま

で入れるとどの程度の数になるのかをお伺いしたいと思います。それに対してどうい

う体制で臨まれるのかという話もお伺いしたいと思います。  

 次に、３２ページにリスクコミュニケーションの話がありました。そこの中に、都

民の方とのコミュニケーションのこと、それから先ほどの飲食店への指導のことがあ

りましたが、食品衛生法が本格的に改正されていき、表示も次から次へと改定がある

中で、事業者に対するリスクコミュニケーションというか相互コミュニケーションを

どういうふうにとっていかれるのか伺いたいと思います。  

 厚生労働省も、監視指導は、当面は、監視というよりは指導助言を中心にやってい

きたいという発言もされていますし、この辺についての都の考え方をお伺いしたいと

思います。よろしくお願いします。  

【稲見食品監視課長】  私のほうから回答させていただきます。  

 まず、最初にご質問いただきました、届出事業者も含めて大体どれぐらいになるの

かということでございますけれども、東京都は条例許可を持っておりまして、その中

には食料品等販売業という条例許可がございます。この業種に該当する方は、届出に

移行されるということで、恐らくそんなに多くは変わらないんだろうというふうに考

えております。 

 ただ、新たに、いわゆる八百屋さんの部分が入ってまいりますので、それがどれぐ

らいになるのかなというのをまだ把握し切れていない部分でございまして、現在、実

際に保健所で実務を担当する者で会議体をつくりまして、どういう形で把握して、ど

ういう形で普及していくのかというのを検討している最中でございまして、その結果

を見て、効果的な普及啓発をしていきたいというふうに考えているところです。  

 それから、２点目のリスコミに関係して、事業者とのコミュニケーションというと

ころでございますけれども、国のほうからもＱ＆Ａで示されているとおり、衛生管理

計画に不備があったからといってすぐ違反にするのではなくて、指導していくべきだ

というようなＱ＆Ａも示されているところでございますので、国と歩調を合わせなが

ら、指導していきたいというふうに考えているところです。  

【富松委員】  ぜひとも、事業継続性にご配慮をいただきながら指導していただけ

ればと、切にお願いします。 

【五十君会長】  重点施策１０のリスコミにつきましては、何かコメントはござい

ますか。 

【小川食品医薬品情報担当課長】  すみません。リスクコミュニケーションにつき

ましては、一般の都民の方以外にも、事業者に対するリスコミも行っておりまして、
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先ほど、食品安全情報評価委員会の中で、いろいろな方向性をいただいた中で、一つ

は手洗いを、なるべく調理従事者の方に、より一層普及率を高めてもらうという形の

方向性を今検討しておりまして、それを示した形の何らかのリスクコミュニケーショ

ンとしての普及啓発方法を検討中でございます。  

 そのほかに、これは例年になりますけれども、毎年、食品関連事業者向けのポスタ

ーを作成しまして、それを配布する。これは、どちらかというと普及啓発に近くなる

かと思うんですが、そういう形でリスクコミュニケーションをとらせてはいただいて

います。具体的には、昨年度は５Ｓという形のポスターを作成して、配布させていた

だいております。 

 以上です。 

【五十君会長】  先ほどのご質問では、国においてまずも普及啓発が中心で、その

後にリスコミを行わないと、具体的に理解していただくことはなかなか難しいという

ことだったと思います。東京都の方針としても、いきなりリスコミというわけにはい

かないとも思います。そのあたりの方向性の確認だと思うのですが、富松委員、どう

でしょうか。 

【富松委員】  リスコミは、やはり片方が片方に対して一方的に情報を提供するも

のではないと思うので、どこかに書いてあったのですが、質問の窓口を設定していた

だくようなことをやっていただいて、願わくばｔｗｏ－ｗａｙの形で信頼関係構築を

進めていただきたいと思います。事業者の方は、わからない人が多いので、一方的に

やれと言われると不信感を持ってしまう可能性があります。そういうｔｗｏ－ｗａｙ

コミュニケーションを目指していただければありがたいです。よろしくお願いいたし

ます。 

【五十君会長】  恐らく、重点施策３の、届出業者への対応の普及啓発と関連して

くるようなことだと思います。そのあたりをよろしくお願いしたいと思います。  

【稲見食品監視課長】  先ほど申し上げましたとおり、現在、担当者レベルの検討

会等を実施しておりますので、そういったものの結果も踏まえながら、ご意見を踏ま

えて対応していきたいというふうに考えております。  

【五十君会長】  富松委員、よろしいですか。 

【富松委員】  ありがとうございます。 

【五十君会長】  ほかにございますか。ありませんか。 

 では、私から。重点施策４になると思うのですが、この中でノロウイルスの食中毒、

これは皆さんから対応が必要だというところに挙がっていたと思うのです。本年度、

まだ時期的には流行期でありますので、最終結果は出てはいないとは思うのですが、

かなり少ないような気がします。このあたりにつきましては、何か解析をされていま

すか。 

【稲見食品監視課長】  実は、昨年も同じように少なかった傾向がございまして、

これは研究部門のほうに、どういった理由が考えられるのか聞いてみたことがあるん

ですけれども、やっぱり明確な理由がわからないというお話をいただいたことがあり

ます。 

 これは、本当かどうかというのはちょっとまた別な話ですけれども、インフルエン
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ザの流行が早いと手洗いとかマスクなんかの着用がしっかりされるので、ノロウイル

スの流行がちょっと減ってくるんじゃないかという話も伺っておりまして、昨年につ

いてはインフルエンザがかなり事前に流行しましたので、そういったことも当てはま

るのかなというふうには考えていたところです。ちょっと正確なところはわからない

というのが答えになります。 

【五十君会長】  なかなか、これは解析が難しい内容であると思います。食品衛生

施策の中で手洗いとか、今回もＨＡＣＣＰの導入等々の厳密な管理体制であるとか、

感染症の流行によって、手洗いなどが徹底されるとか、いろいろな要因があると思わ

れます。食の安全と感染症の流行などには、いろいろ関連する部分があると思います。

今後、またそういったところも含め、施策がよかったのかを解析していただけるとよ

いと思いました。 

 ほかにございますか。よろしいですか。  

 富松委員、どうぞ。 

【富松委員】  もう一つ質問させていただきます。  

 重点施策２の食品衛生自主管理認証制度についてですが、ここに来る前に少し、第

３回認証基準設定専門委員会のメモを見てまいりましたが、これには令和６年で完全

に終了すると書いてありました。中身は前に見せていただいたとき、共通基準及び特

定基準で一般衛生管理の網羅性は極めて高いと思っていましたし、それから特定基準

の中には工程管理も含まれていました。これとＨＡＣＣＰの制度化をリンクすること

なく終わってしまうのがもったいないとは思うんですけど、いかがでしょうか。  

【永渕食品危機管理担当課長】  食品危機管理担当課長の永渕でございます。いつ

もお世話になっております。 

 今まで、いろいろ認証事業者様とか指定審査事業者様のほうからご意見をいただい

ておりまして、実は都認証を続けてほしいというご要望はいろいろございました。た

だ、国のほうで、ＨＡＣＣＰの制度化に基づきまして、やはり全国の平準化をしたい

ということもございますので、それに合うような形でやっていきたいなと考えている

ところでございます。今、富松委員のほうからご質問のありました、いわゆる制度化

に基づきまして、都認証をもうちょっと活用してというようなことかなというふうに

思っておりますけれども、実際には今、認証で頑張ってきている皆様については、令

和６年までは延長できるような形で考えておりまして、その中で都認証自体は、今お

っしゃったとおりに、都認証そのものではＨＡＣＣＰの制度化に足らない部分がござ

いますので、ここの部分は具体的に第３回の認証基準設定専門委員会のほうで示させ

ていただきましたけれども、衛生管理計画と記録という部分が都認証の部分ではまだ

足らないところがございましたので、これを加味いたしまして、上乗せをしていただ

いた形で都認証をとっていただいて、制度化に合わせて都認証をとっている方々には

ＨＡＣＣＰ制度化へのスタートラインに立っていただいて、今後実施していただくと

いうことで、令和６年度までは都認証を使っていただけるという、そういうふうな形

で今、進めさせていただいているところでございます。  

【富松委員】  非常にいい考え方だと思います。ありがとうございます。  

【五十君会長】  ありがとうございました。 
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 ほかに、ございますか。 

 では、私から、もう一つ。 

重点施策８、健康危機管理体制の整備という非常に重要なところです。先ほど、ラグ

ビーワールドカップ２０１９大会が終わった報告がありました。これに関して何か、

具体的な問題点はございましたでしょうか。これは多分、２０２０東京オリ・パラの

予行演習になるようなイベントでもあったと思いますが、特段問題が無かったのか、

それとも修正が必要な点が見えてきたなどとか、ございましたか。 

【稲見食品監視課長】  ご質問ありがとうございます。オリンピック・パラリンピ

ック開催に当たりまして、その前の国際大会ということで、私ども、今回のラグビー

ワールドカップをプレオリンピックという位置づけで対応させていただいたところで

ございます。 

 そのため、オリンピックのためにつくった監視体制を試行という形でさせていただ

きまして、東京都内では多摩府中保健所管内の東京スタジアムが会場ということにな

っていたんですが、その東京スタジアムの監視には、２３区・町田・八王子市の監視

員の方も一緒になって監視をしたという状況でございます。  

 また、監視指導をするに当たってチェックリストというものを事前につくっておき

まして、まちまちな監視にならないように、そのチェックリストに基づいて統一的に

監視をしていったということでございまして、幸い事故もなく無事に終了したという

状況でございます。 

 チェックリストにつきまして、もう少し使いやすくという声もありましたので、そ

ういったものを改善していきながら本番に臨みたいというふうに考えているところで

す。 

【五十君会長】  ありがとうございました。 

 それでは、柿本委員。 

【柿本委員】  もう１点、質問させてください。リスクコミュニケーションのとこ

ろ、３５ページになります。メールマガジンを発行されていると思いますが、購読者

を教えてください。 

【小川食品医薬品情報担当課長】  ご質問ありがとうございます。 

 直近と言いますか、実は先週、購読者数を確認しましたけれども、今５，８５０名

ほど購読者、購読者といいますか、登録者数になるんですけれども、登録者の方は５，

８５０名になります。 

【五十君会長】  よろしいですか。 

【柿本委員】  ありがとうございます。もうちょっとふえる事を期待いたします。 

【五十君会長】  コメントありがとうございます。  

 ほかにありますか。 

 ないようでしたら、次にまいります。  

 今、資料３が終わりましたので、資料４です。これが、先ほど諮問を受けました重

要なところだと思います。こちらにつきまして、ご質問等はございますか。  

 森田委員。 

【森田委員】  森田です。ご説明ありがとうございました。  
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 まず、１点目の質問は、食物アレルギー対策のことについてですけれども、ご説明

の中で、アレルギー対策として５年ごとに調査を行っていて、３歳児の調査で増加傾

向にあるというご説明がありました。こちらは、この資料３の中にもなくて、どこに

それがあるのかちょっとわからなかったので、今までどのようにやっておられるのか、

また、何か新しい傾向があれば教えていただければと思います。  

【鮫島環境保健事業担当課長】  ご質問ありがとうございます。環境保健事業担当

課長の鮫島でございます。 

 アレルギーの調査でございますけれども、こちらにつきましては、３歳児を対象と

した調査ということで、５年ごとに実施しております。今、最新というところにいき

ますと、今年度実施しておりまして、まだその結果は出ていないということになりま

すが、その前が２６年度という形になりまして、何らかのアレルギーを持っている方

が大体４割ぐらい、大体、二人に一人の方がアレルギーを持っているというような形

になっております。 

 その中で、食品アレルギーにつきましては、もっと少ない形にはなりますけれども、

そういう形でなっておりまして、だんだんふえているという傾向はあるということで

ございます。 

 今年度の結果につきましては、来年度、その調査内容等を精査しまして、ご報告す

るような形で考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

【森田委員】  あともう１点、過去のものも見ることができるということですか。 

【鮫島環境保健事業担当課長】  そうですね。『東京都アレルギー情報 navi．』の中

でも掲載させていただいていると思いますけれども、後ほど情報提供をさせていただ

きたいと思います。 

【森田委員】  わかりました。あともう１点あるんですが、よろしいでしょうか。  

 ノロウイルスが減ってきているというのはいろいろなところで聞くんですけれども、

一方で、カンピロバクターの食中毒、特に、飲食店などにおけるカンピロバクターの

食中毒は依然として多いのかなというふうに思います。カンピロバクターの、生食の

食肉の食中毒対策は、リスクコミュニケーションの施策の中など、いろいろと見られ

るんですけれども、やはり東京は大消費地で、また、依然として、これは減っていな

いということになると、何らかの施策の柱ということで、今１１ですけれども、どこ

かに入るのかもしれないんですけれども、新たに強化していただきたいというような

ことがあります。 

 今までこの施策に関して、カンピロバクターがふえているのか、減っているのかと

いうような現況も含めまして、ご説明を、対策のこともご説明いただければと思いま

す。 

【稲見食品監視課長】  ご質問ありがとうございます。 

 ご指摘のとおり、カンピロバクターの食中毒は、ここ数年上位トップ３を占めてい

るような食中毒でございまして、トップ３の内訳としては、アニサキス、ノロウイル

ス、そしてカンピロバクターというものが、ここ数年トップ３になっております。  

 カンピロバクターの主な原因といたしましては、やっぱり鳥の生食ということが大

きな問題になっておりますので、それを防止するために、リスクコミュニケーション
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のほう、もしくは、監視指導の際には、事業者の方に鳥の生食がどれぐらい危険なの

かということを丁寧に説明しながら、メニューから下げていただくというような取り

組みをしているところでございます。  

 今後でございますけれども、やはり、丁寧に説明しながら、生食の危険性を訴えて

いくしかないのかなというふうに考えているところでございまして、こういう取り組

みを継続的に進めていけたらなというふうに考えております。  

【森田委員】  ありがとうございます。 

 確かに、生食が危険だということで訴えていくのはいいかと思うんですけれども、

それでも今の東京都内の飲食店とかレストランとか、生食で出されている現状もあり

ます。そういう中で、例えば流通とか、それからどういうふうな施策が有効かという

のを、例えば食品安全情報評価委員会ですとか、そういうところで重点的に何らか調

査をしていただくとか、今までの施策を評価していただくとか、そういうふうなこと

もご検討いただければなというふうに思います。  

【小川食品医薬品情報担当課長】  今回の報告対象にはなっておりませんでしたけ

れども、食品安全情報評価委員会の中でも、いわゆる肉の生食についてのいろいろな

検討をいただいておりまして、実は平成３０年度に、若年層の方、つまり親と一緒と

いいますか、小さいころから、お子さんのうちから生食の習慣がある方は、いろいろ

普及啓発をしても、なかなか鳥の生食をやめにくいというような傾向が見られるとい

うことがありまして、今年度の夏休み前になりますけれども、都内全部の公立中学校

の生徒向けに、鳥の生食の注意喚起をするようリーフレットを作って配布しておりま

す。やはり、鳥の生食、肉の生食につきましては継続的にいろいろ注意喚起をしてい

く必要があるという答申もいただいていますので、それに基づいて対策をやっている

とともに、今後また情報収集をしながら、必要に応じて検討課題に上げていければと

いうふうには考えております。 

【森田委員】  わかりました。先ほどの報告の中で、平成３０年で大学生に対する

鳥肉の生食調査結果という、この部分でございましょうか。  

【小川食品医薬品情報担当課長】  その大学生の調査結果を受けますと、結構小さ

いうちの食習慣として生食の習慣がある方は、かなり注意喚起をしてもやめないとい

う傾向が見られたということがあります。それを受けて、若年層から普及啓発が大事

だという形で、今始めている最中でございます。 

【森田委員】  消費者への普及も、確かに若年層の普及も大事かと思うんですが、

流通側への喚起ですとか、そういうところも何らか強化していただきたいなというふ

うに思っているところです。 

 というのは、メニューにあるので、メニューにあると、どうしても、食べてもいの

かなと思う方が多いのかというふうに思います。何らか、どういうふうにしたらいい

のかというのは、ちょっとなかなか難しいところだと思うんですが、大消費地東京と

いうことですので、先鞭を切ってやっていただきたいなというところはございます。  

【五十君会長】  今後の方向性のところで、重点として検討していただきたいとい

うご意見であると思いますが、よろしいでしょうか。事務局、何かありますか。  

【稲見食品監視課長】  非常に難しいご質問でございまして、実は、豚肉とか牛肉
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の生については食品衛生法で禁止されているという状況でございまして、同じような

形で、鳥肉についても何らかの規格基準をつくれないかということで、国に対してお

願いをしている状況でございます。国のほうでも、厚生労働科学研究で、カンピロバ

クターが付かないような鳥肉の解体法について研究している最中でございますので、

そういう結果も見ながら、あと普及啓発のほうと合わせて考えていければと思ってい

るところです。 

【森田委員】  ご説明ありがとうございました。  

【五十君会長】  ほかに。 

 柿本委員、どうぞ。 

【柿本委員】  カンピロバクターの関連でございます。みずからの選択で、生食で

食べなくても事業者側の加熱不十分で事故に遭ったという報告が結構あります。同じ

ように、流通側と消費者側への周知徹底をぜひ確実にしていただければと思います。 

【五十君会長】  追加、ありがとうございました。  

 ほかにはございますか。全体にこういうところを強化していただきたい、あるいは

今回提案の内容につきまして、ご質問等がございましたらお願いします。よろしいで

すか。 

 柿本委員。 

【柿本委員】  計画改定に向けた考え方のところでよろしいでしょうか。  

【五十君会長】  よろしいですよ。 

【柿本委員】  緊急時の危機管理体制についてでございますが、ぜひ、日本語以外

での発信・伝達方法も、計画していただければと思います。これは要望でございます。 

【五十君会長】  具体的には、希望する言語はありますか。 

【柿本委員】  英語、韓国語、中国語など、訪日外国人の数を参考にしていただけ

れば、と思います。 

【五十君会長】  日本語だけではなく検討していただきたいということですね。  

 ほかに、ございますか。よろしいですか。  

 それでは、続きまして、今後の検討方針につきまして、事務局から説明を願いたい

と思います。 

【稲見食品監視課長】  それでは、今後の検討方法につきまして、ご提案をさせて

いただきます。 

 資料１にあるとおり、食品安全審議会規則第６条に基づきまして、本審議会は必要

に応じて部会を置くことができることになっておりますので、本審議会のもとに部会

を設置いたしまして、東京都食品安全推進計画の改定について具体的な検討をお願い

したいと存じます。 

 改定までのスケジュールといたしましては、資料５をごらんください。  

 資料５の説明を簡単にさせていただきますと、本日が２月１７日、令和元年度第２

回審議会でございまして、こちらで諮問させていただきました。この後、親会（審議

会）という形で開催させていただくのは、７月上旬ごろを予定しております。  

 この間に部会を設置させていただきまして、３回ほど検討させていただきまして、

７月の親会のほうで、そのご報告をさせていただくと。ここでご了承いただければ、
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中間のまとめという形で、ちょうどオリンピック・パラリンピックの期間になります

けれども、この期間にパブコメをとらせていただきたいというふうに考えております。 

 パブコメの結果、出てきた意見について、もう一度部会でたたかせていただいて、

最終的には１０月から１１月にかけて、もう一度親会を開かせていただきまして、こ

こで答申をいただければというふうに考えているところです。  

以上でございます。 

【五十君会長】  ご説明ありがとうございました。  

 ただいま事務局から部会を設置したいという提案がございました。また、計画改定

までのスケジュールにつきまして、説明がありました。これらにつきまして、ご意見

等がございましたら、お願いします。  

 この場で話し合うのは時間のロスも多いと思われますので、まずは部会で検討して

いただき、具体的に提案していただくという提案であると思います。いかがでしょう

か。日程、予定等も含めまして、ご意見がございましたら、お願いしたいと思います。

特にご意見はないですか。 

それでは、部会の設置及び今後のスケジュールにつきまして、ご了承をいただけた

ということでよろしいでしょうか。よろしいですか。  

（異議なし） 

【五十君会長】  それでは、ご了承をいただきましたので、検討部会の委員につき

まして、事務局から説明願いたいと思います。 

【稲見食品監視課長】  どうもありがとうございました。 

 部会委員につきましては、会長が指名することとなっております。五十君会長、い

かがいたしましょうか。 

【五十君会長】  部会委員につきましては、事務局とご相談をさせていただきまし

て、決めさせていただきたいと思います。  

【稲見食品監視課長】  ありがとうございます。 

 それでは、会長とご相談の上、部会委員が決まりましたら、事務局から皆様方に書

面にてご報告をさせていただきます。また、第１回の部会の開催日程につきましては、

改めて調整をさせていただきます。  

【五十君会長】  以上で審議事項は終わりました。続きまして、事務局から報告事

項、食品衛生法等の改正を踏まえた都における条例改正の検討状況について、説明を

お願いしたいと思います。 

【事務局】  それでは、事務局の食品監視課大山から説明させていただきます。  

 説明につきましては、資料６、７となりますが、まず初めに、恐縮ですが、参考資

料の４と５をごらんいただきたいと思いますので、参考資料４をお開きください。 

 こちらにつきましては、令和元年の第１回の審議会資料となります。こちらは既に、

その時点で説明させていただいている資料ですが、第１回のほうで食品製造業等取締

症例における許可・届出業種のあり方についてということで、方向性をご説明させて

いただきました。最後、右下にあります、取締条例で規定しております都独自の業種

につきまして、法規制との整合を図るという方向性で、本審議会でご了承をいただい

たところです。 
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 次に、参考資料５をお開きください。  

 こちらは、食品安全条例に基づく自主回収報告制度のあり方につきまして、同じく

第１回審議会でご説明させていただきました。今後の方向性として、一番最後になる

のですが、食品のリコール情報の報告については、国の制度に一本化するということ

で、食品安全条例から関係規定を削除し、都として単独での公表は行わないという方

向で、審議会でご了承いただいたところです。 

 これらを踏まえまして、改めまして資料６をお開きください。  

 前回の検討を踏まえまして、今後の条例改正のスケジュールをお示しさせていただ

きます。 

 今回の条例改正を要する背景となるのが、食品衛生法の改正となります。さらに、

法改正に基づく政省令で、具体的なＨＡＣＣＰ制度化の内容ですとか、許可業種の整

備などの詳細が示されたというところにあります。まずは条例改正を要する管理運営

基準についてですが、こちらの管理運営基準は、営業者が守るべきＨＡＣＣＰなどの

ような衛生管理の基準になります。また、施設基準、こちらはハード面になるのです

が、その根拠規定について、まずは説明させていただきたいと思います。  

 資料６をごらんください。 

 こちらの一番左側、まず国の規定としまして、食品衛生法の施行規則、省令と呼ば

れているものがございます。それから、東京都としましては、食品衛生法施行条例、

食品製造業等取締条例という２本の条例で営業施設等の規制をしています。  

 現行の仕組みですけれども、国では、この管理運営基準、施設基準というものの規

定がございません。この両基準とも自治事務としまして、各自治体が条例等で規定す

るということになっておりまして、国は指針となる通知を発出しておりまして、この

通知に基づいて、各自治体が、東京都も含めまして、現在条例化しています。現行で

は、条例の中に、このソフト面の基準とハード面の基準が置かれています。  

 東京都は、管理運営基準に関しまして、食品衛生法の政令で定められた業種の衛生

面の基準につきましては、食品衛生法施行条例という条例の中で、公衆衛生上講ずべ

き措置の基準という表現で、全ての政令業種に関して適用するものとして示しており

ます。また、施設基準に関しましては、法で定める３４業種につきまして、都として

施設基準を定めております。許可の要件でもある施設基準につきましても、国が通知

で示しており、それを参考に規定しています。 

 食品製造業取締条例は、法の業種に上乗せする形で、都独自に業種を定めています。

こちらにつきましても、食品衛生法施行条例の基準を横引くような形で、この条例許

可業種、届出業種に適用するものとして、衛生管理運営基準という表現で示している

ところです。同じく、施設基準につきましても、食品衛生法の施行条例の基準を横引

くような形で、全ての条例許可業種に適用するものとして定めております。届出業種

の一部に関しましても定めております。  

 現在このような仕組みとなっていますが、これらは、法改正により、国の規定に示

されるということになりました。資料の食品衛生法の横並びの部分の改正後の部分を

ごらんいただければと思います。 

 管理運営基準と施設基準がございますが、管理運営基準につきましては、ＨＡＣＣ
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Ｐ衛生管理を含めまして、国の省令で示されましたので、この省令に示された基準を、

今後、全事業者が使っていくということになります。こちらの内容は、今まで国が自

治体宛にガイドラインで示してきた内容が概ね引き継がれる形で、あわせて若干整理

された形で示されています。施設基準につきましては、こちらも省令で、参酌基準と

いう形で、国が新たに整理しました政令の３２業種に適用するものとして示されまし

た。内容的には全国の自治体が今現在規定している施設基準を平準化するような形で

整理されていまして、ある程度すり合わせてつくり上げたものということで、都の現

行の規定と大きな変更はありません。ただし、国は、それであるがゆえに、この基準

を概ねそのまま使っていただきたいという方針を示しております。自治事務ですので、

当然上乗せなどはできないわけではないのですけれども、国の平準化というような動

きの中で、よほどの合理性がない限り、このまま使ってほしいという方針を示してお

ります。 

 そこで、東京都は、この食品衛生法施行条例に示しています管理運営基準に関しま

しては、国の省令をそのまま使うことになりますので、条例上から削除するという方

針としました。 

 そして、施設基準のほうは、国が示した参酌基準を横引く形で施行条例に規定し直

すという方針案としています。 

 先ほど言いましたように、国はすり合わせを行っておりますので、現行の東京都の

基準と大きな変更はないということで、表現などは若干違っているのですが、規定上

の変更はないですし、事業者にも大きなデメリットを与えないようなものになってい

ると考えております。 

 そして、食品製造業取締条例ですが、こちらも改正後は、管理運営基準につきまし

ては国の省令を使いますので、削除になります。施設基準につきましても、今まで東

京都が独自で設けていた業種も含むような形での規定なっておりまして、全て食品衛

生法施行条例で読めますので、取締条例の施設基準は削除というような考え方になり

ます。 

 この管理運営基準と施設基準が条例改正に大きく影響を与えるものということで、

改正を予定しているということになります。  

 資料７をごらんください。 

 改めまして、改正に伴う関係条例等の改正等スケジュールをごらんいただきたいと

思います。 

 国の動きですが、食品衛生法は３０年６月１３日に改正されまして、その具体的な

ところが政令、省令で示されるということになりました。大分示されるのがおくれま

して、２０１９年１０月から１２月にかけて、条例改正に必要な具体的な内容を示す

政令・省令というのが段階的に出されております。  

 改正も段階的になっておりまして、最初に食中毒の広域連携の関係が第１次施行と

して３１年４月にあったのですけれども、２０２０年６月、今年の６月１日に２次施

行、来年６月１日に３次施行となります。表示法につきましても、パブリックコメン

トが昨年末から今年にかけてされまして、府令改正というのが２月にあるということ

になります。 
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 条例改正にかかわる三つですが、①②③とさせていただいております。  

 ＨＡＣＣＰの制度化関係が今年の６月１日に施行されまして、経過措置、準備期間

を経まして、来年６月１日が完全施行になります。それに先立ちまして、施行前に、

東京都の先ほどの施行条例、取締条例も改正することになるということで、管理運営

基準の部分の改正案を上程しております。改正案が通れば、予定では、法の２次施行

にあわせ、６月１日施行ということにさせていただいております。  

 それから、営業許可の関係です。３次施行の施設基準が絡む部分ですが、こちらに

つきましても検討しておりまして、予定では、こちらにあります６月から９月の議会

に、改正案を提出していく予定となっております。令和３年６月１日の施行に間に合

わせていきたいと考えております。  

 リコール制度につきましても、先ほど参考資料のほうでお示しをさせていただいた

のですが、一部、自主回収の部分が条例から削除になるということで、６月から９月

に改正案を提出ということで予定させていただいているところです。  

 条例改正等のスケジュールについては以上となります。  

【五十君会長】  ご説明ありがとうございました。  

 ただいまのご説明に関しまして、ご質問等がございましたら、お願いします。  

 法律的な表現ですので、読み取るのが難しいところもあると思いますが、もしわか

らないようなところがありましたら、ご質問、ご確認いただきたいと思います。よろ

しいですか。 

 森田委員、どうぞ。 

【森田委員】  ご説明ありがとうございました。改正案の提出に関して、条例改正

など、たくさんのやらなくてはいけないことが山積しているところで大変かと思いま

すが、よろしくお願いします。 

 ご質問したいのは、食品衛生の、この営業許可とリコールに関して、スケジュール

の資料７のところですが、資料７のところで、２０２１年６月から施行というふうに

なっています。この施行の前に、食品衛生申請等システムということで、運用という

こと、国のほうでは運用を開始しているというふうに聞いておりますが、そういった

システムに入れるような事業者への、例えば説明とか、もし検討されているようでし

たら教えてください。 

【稲見食品監視課長】  ご質問ありがとうございます。 

 ここのスケジュールにございますとおり、条例改正が終わらないと、自身の業種が

どういう施設基準になるのかというのが、はっきり決まりませんので、それが終わっ

た後に、周知徹底というか普及啓発をしていきたいというふうに考えているところで

す。 

【森田委員】  ありがとうございました。 

【五十君会長】  よろしいですか。 

 ほかに、ございますか。 

 それでは、ないようです。これで、きょう予定されておりました事項は全て終了い

たしました。円滑な進行に、皆様のご協力、ありがとうございました。  

 それでは、事務局にお返しさせていただきたいと思います。  
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【稲見食品監視課長】  五十君会長、どうもありがとうございました。 

 また、委員の皆様、長時間にわたりご審議いただき、どうもありがとうございまし

た。 

 それでは、これをもちまして、令和元年度第２回食品安全審議会を終了させていた

だきます。 

 どうもありがとうございました。  

【五十君会長】  どうもありがとうございました。  

 


